
資料２９ 
   

 

個人情報保護管理運営会議 付議事項 
 

 

件

名 

新宿駅周辺地域におけるハロウィン安全対策に係る定点カメラの設置につい

て 

 

 

内容は別紙のとおり 

 

要綱の根拠 

◇第３条第１項第３号（防犯カメラ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当部課：危機管理担当部危機管理課） 



 

 

事業の概要 

事業名 新宿駅周辺地域におけるハロウィン安全対策業務委託 

担当課 危機管理課 

目 的 ハロウィン安全対策業務において、新宿駅周辺地域に定点カメラを設置すること

により、来街者の過度な集中をリアルタイムで把握することで、雑踏事故を防止す

ることを目的とする。 

対象者 新宿３丁目及び歌舞伎町１丁目のそれぞれ一部を通行する来街者 

事業内容  令和６年６月２１日に制定された、「新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保

に関する条例」（以下「条例」という。）に基づき、新宿駅周辺地域での雑踏事故等

を防止するため、同地域に防犯カメラの設置を行い、来街者の過度な集中をリアル

タイムで把握することで、ハロウィン来街者の安全確保や犯罪の予防を図る。 

 防犯カメラは、５か所に設置する。 

本件は、区の施設における防犯カメラの設置及びその運用ではないため、「新宿区

防犯カメラの設置及び運用に関する要綱」に基づかない案件であるが、個人情報を

取扱う業務のため、本管理運営会議に付議する。 

設置予定日：令和７年１０月下旬頃 

運用予定日：令和７年１０月３１日正午頃から１１月１日午前５時頃まで 

撤去予定日：令和７年１１月上旬予定 

※防犯カメラの運用については別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

             

 

 



 

 

                                            （別紙） 

●カメラ機器詳細 

・AXIS Q3558-LVE Dome Camera 

・AXIS M4317-PLVE Panoramic Camera 

 

●カメラの設置方法について 

 ・一般人の立ち入り禁止エリア（テラス等）に防犯カメラを設置するため、委託業者以外のカメラ操作は

不可。加えてワイヤーでカメラを固定し、落下や防犯対策を実施。実際の設置の様子は画像１のとおり。 

                                         （画像１） 

     

 

●運用予定日当日の流れについて（１０月３１日正午～１１月１日午前５時頃まで） 

 ・本庁舎３階無線室にハロウィン対策本部を設置し、区職員２名、委託事業者１名でリアルタイムで映像

の確認を行う。 

 ※高所からの撮影のため、顔、性別、などの人物の特定は不可。あくまでも人流を把握するためのカメラ。

実際の録画の様子は画像２のとおり 

   

                                        （画像２）  

             

  
  

  


